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自治体におけるAIの利用に関するワーキンググループ報告書（概要）

○ 人口減少下において、自治体における人手不足等の資源制約が深刻化する中で、持続可能な形で行政サービスを提供する観点から、自治体
の業務効率化や行政の質の向上のための自治体におけるAI＊1の利用に関し、具体的な利用の方策や留意事項等について幅広く議論を行った。

➢  自治体においては、R6年末時点で生成AIを「導入済」、「実証実験中」及び「導入検討中（導入予定あり）」の団体は過半数となり、
「人材不足」「正確性への懸念」等の生成AIの導入・運用に当たっての課題が明らかになってきている。

➢ 国においては、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」や「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係る
ガイドライン」に基づき、AIのガバナンス・推進体制の構築に取り組むことで、生成AIの利活用促進とリスク管理を表裏一体で進めている。

１. 本ワーキンググループの背景等
＊1：本WG報告書では、「AI」は「生成AIを含めたAI技術全般」を、「生成AI」は「生成AI技術」を、「従来型AI」は「生成AI以外のAI技術」 を指す。

４.国による支援の方向性

（１）自治体向けガイドラインの策定等

➢  R6年末時点で生成AI利用におけるガイドラインを未策定の団体は1,004団体にのぼる。「自治体におけるAI活用・導入ガイドブック」を更新し、
生成AIの利用方法や利用における留意事項等の記述を追加し、自治体が作成するガイドラインのひな形として示すことが必要。

（２）ユースケース等の横展開

➢自治体が効果や導入に当たっての留意点を実感しやすくなるよう、「自治体DX推進参考事例集」等の掲載事例を拡充・周知すべき。

（３）国における取扱いの情報提供

➢  国の先進的AI利活用アドバイザリーボードの運用で得られた情報など、総務省が自治体のAI利用において役立つものを提供すべき。
➢  「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に盛り込まれた国によるAIの利活用環境の提供に当たっては、自治体への継続的な意見聴取が望ましい。

２. 基本的な考え方及び利用方法

➢生成AIは、知識やスキルを必要とする作業が可能であり、デジタ
ル技術による単なる作業の代替にとどまらず、仕事の質とスピードを
大幅に高め、飛躍的な業務効率化が期待される。

➢利用に当たっては、生成AIの出力結果には誤りが含まれうると
いったリスク等にも十分留意した上での柔軟な姿勢が求められる。

 ex) 生成物を人が必ず確認するルールの設定
  生成AIの出力結果であること等を明示した上で公開 等

➢部局共通での利用だけでなく、生成AIの出力結果の精度を上げ、
部局の個別の業務での利用を進め、専門人材の不在やベテラン
職員の退職によるノウハウの不足の補完を期待。

➢従来型AIについても、引き続き、自治体での導入促進が重要。

３.留意事項

（１）ガバナンス確保のための体制構築

➢ AIの利活用・リスク管理における責任者の明確化は必要。国同様に、自治
体にもCAIOの設置が考えられる。CAIOを専門的な知見から補佐する
CAIO補佐官は、共同設置での確保等が考えられる。

（２）要機密情報＊2の取扱い

➢  「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」
を踏まえた上で、要機密情報の入力時に生成AI特有の配慮事項として
学習させない仕組みが重要。法改正等、国の動向を踏まえた対応が必要。

（３）人材育成

➢  首長や幹部職員の理解醸成、専門人材と一般の職員の橋渡しを行う職
員(DX推進リーダー)、外部機関における研修、職員の基礎的リテラシー向
上、外部人材や教育機関との連携等が重要。

＊2：「要機密情報」は、同ガイドラインで、自治体機密性２以上に分類される情報。

自治体におけるAIの利用に関するワーキ
ンググループ報告書（令和７年７月）
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自治体におけるAI活用・導入ガイドブックの改訂について（概要）

○  「自治体におけるAI活用・導入ガイドブック」(R4.6) において、
生成AIの利活用等に関する記述なし。

○ 自治体においては、①生成AIの導入効果が不明、②生成物の
正確性への懸念、③デジタル人材の不足等といった課題がある。

○ 自治体の導入状況（R6.12末時点）には、ばらつきがある。

１. 現状・課題

② 生成物の正確性への懸念等に対する具体的な対応策・考え方を提示。

２.ガイドブック改訂のポイント

① 生成AIは、デジタル技術による単なる作業の代替にとどまらず、仕事の質とスピードを大幅に高め、飛躍的な業務効率化が
期待されることを、自治体における具体的な生成AI利活用事例（別紙１）とともに提示。

・生成AIの利用目的に応じて求められる正確性の水準が異なることを意識し、生成物を人が確認するルールを設定。

・外国語翻訳などの用途によっては、誤りが含まれる可能性があることを明示した上で、生成AIによる出力結果を表示。

・AI統括責任者（CAIO）を設置するなど、AIの利活用・リスク管理における責任者を明確にする必要。

・入力した要機密情報を学習させない仕組み（オプトアウトの徹底）が重要。「地方公共団体における情報セキュリティポリシ
ーに関するガイドライン」での機密性情報の分類に応じた利用可能なパブリッククラウドサービスの範囲を提示。

・専門人材と一般職員の橋渡しを行うDX推進リーダーの育成が重要。実際に利用する職員を増やすことが重要であり、即時
利用可能なプロンプト集、職員のレベル別の研修などに取り組むことが有効（小規模自治体における取組事例も提示）。

③ 導入に当たっての留意事項として、ガバナンス確保のための体制構築、要機密情報の取扱い、人材育成の考え方を提示。
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■導入済 ■実証実験中 ■導入検討中（導入予定あり）■導入予定なし（団体数、全体に占める％）

※「自治体におけるAIの利用に関するワーキンググループ」（座長：須藤修中央大学教授）における報告書（R7.7）の内容を反映

○ 自治体が作成する職員向けの生成AI利用ガイドラインのひな形（別紙２）を別添として提示。
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自治体における生成AIの利活用事例について 別紙１

内部管理 住民サービス

➢従来型AIによる文字起こしツールと
生成AIによる要約を組み合わせ、
議事概要を作成

➢RAGを活用し、町の情報を参照し
た回答を得る取組も実施

当別町（北海道）

山陽小野田市（山口県）

長崎県

➢利用者が、日程・訪れたい場所等の
希望条件を生成AIに入力

➢観光モデルルートを提案

➢連携した宿泊予約サイトへの遷移も
可能

➢生成AIを活用したボイスボットが
住民からの税関連の電話にFAQを
もとに自動応答

➢回答できない時は職員に転送

神戸市

西粟倉村（岡山県）

千葉県

➢生成AIを活用したチャットボットが相談者
の入力情報から福祉相談窓口を案内

➢窓口では、福祉相談業務システムが
相談時の音声情報について、個人情報
を自動マスキングした上で文字起こし

➢職員が、情報の入力可否を確認後、
  生成AIシステムに入力し、要約に活用

➢生成AIが市の条例や議会
の議事録、例規集、市の広
報等を参照

➢答弁案や企画部門における
事業概要の作成等の幅広い
領域での文書生成に生成AI
を活用

➢ワークショップで回収した
住民の意見を生成AI
に入力

➢村の分野別の傾向や
強み・弱みをまとめた
 出力結果を議論の
たたき台として活用
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職員向け生成AI利用ガイドライン（ひな形）について

自治体におけるガイドラインの策定状況、ひな形のポイント

○ 生成AI未導入団体のほか、一部の導入済み団体(※)において
職員向けの生成AI利用ガイドラインを未策定。

○ デジタル庁の「生成AIシステム利活用ルール」（各省向け
   ひな形）をもとに、先行自治体のルール等も参考に、以下の
   職員向け生成AI利用ガイドラインの（ひな形）を作成。

○ 生成AIの導入にあたっては、同ガイドラインの策定を促進し
自治体における生成AIの適正な利活用を推進。

別紙２

職員向け生成AI利用ガイドライン（ひな形）のポイント

○ 生成AIシステムを利用する前に、情報政策担当課が指定する研修を必ず受講すること。

○ 生成AIシステムの担当課室から説明された利用方法（利用可能な業務の範囲、入力可能な情報を含む）、セキュリティ
上の留意点、生成AIシステムの出力についての精度及びリスクの程度を理解すること。

○ 私用デバイスへ私的にインストールした生成AIに職務上知り得た情報を入力してはならないこと。

○ 利用目的に応じて求められる正確性の水準が異なることを意識し、生成AIシステムの出力結果を確認すること。

○ 安全性・公平性・客観性・中立性等に問題がないことを確認し、問題のある表現は必ず加除修正すること。
（例：差別用語や倫理に反する表現が含まれていないこと、著作権等第三者の権利を侵害していないこと、第三者の生命

・身体・財産等に危害や悪影響を及ぼすことがないこと等を確認する）

○ 出力結果に偏見や差別を含む等の生成AIシステム特有のリスクケースが発生した場合、重要度・影響の程度等を踏まえ、
別紙１「生成AIシステム特有のリスクケースの報告フォーム」に記載し、速やかに適切な対応（検知内容の報告、対処、対
応結果の報告）を情報政策担当課（特に重大なものはCAIO等）まで行うこと。

都道府県 指定都市 その他市区町村
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（※導入済み団体573団体中、97団体が未策定）
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自治体における生成AIの実証実験・導入状況

⚫ 生成AIを導入済の団体は、都道府県・指定都市で100%、その他の市区町村で45.6%と
なった。

団体数，
全体に占める％

総務省情報流通行政局地域通信振興課「地方自治体におけるＡＩ・ＲＰＡの実証実験・導入状況等調査」（令和５年12月31日現在）
総務省情報流通行政局地域通信振興課「地方自治体におけるＡＩ・ＲＰＡの実証実験・導入状況等調査」（令和６年12月31日現在）
総務省情報流通行政局地域通信振興課「地方自治体におけるＡＩ・ＲＰＡの実証実験・導入状況等調査」（令和７年10月31日現在）

    

      

都道府県

     

     

     

     

     

     

     

     

        

     

     

その他市 町村

    

      

指定都市
その他市 町村

導入済

実証中

導入予定

導入検討中

導入の検討を行った、または実証実験を実施したが導入には至らなかった

導入予定もなく、検討もしていない

※全団体からの回答を取りまとめたもの。
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生成AI利用におけるガイドライン策定状況

⚫ 生成AI利用におけるガイドライン策定状況は、「策定済」が853団体と最も多く、「策定済」
団体数が「未策定」団体数を上回った。

※全団体を対象に調査し、回答を取りまとめたもの。

総務省情報流通行政局地域通信振興課「地方自治体におけるＡＩ・ＲＰＡの実証実験・導入状況等調査」（令和５年12月31日現在）
総務省情報流通行政局地域通信振興課「地方自治体におけるＡＩ・ＲＰＡの実証実験・導入状況等調査」（令和６年12月31日現在）
総務省情報流通行政局地域通信振興課「地方自治体におけるＡＩ・ＲＰＡの実証実験・導入状況等調査」（令和７年10月31日現在）
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137 
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853 

198 

737 

0 500 1,000 1,500

策定済

策定中

未策定

令和５年度 令和６年度 令和7年度
団体数（団体）

[設問６・７] 生成 AI 利用にお
けるガイドラインで認めている
生成 AI に入力可能な情報資産
の機密性分類（複数選択
可） 
※生成ＡＩ利用におけるガイド
ライン策定状況において「策定
済」と回答した団体のみ回答し
てください。
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2040年における日本社会全体の労働需給の推計

○ AI・ロボット等の利活用やリスキリング等により労働需要が効率化され、全体で大きな不足は生じな
い。一方で、事務職(約440万人)や文系人材(約80万人)余剰となる可能性について推計されている。

7（出典）経済産業省「第30回産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会（令和8年3月5日） 参考資料２」



生成AI・ロボット等の進展による影響は職種別に異なるという推計

○ 生成AI等が進展すると仮定した場合には、事務型職種では55%が代替されうる一方で、対人業務
型職種では、職そのものの代替は起こりにくいが、AI等の補完的活用より生産性が向上する可能性が
ある点が指摘されている。

8（出典）経済産業省「第30回産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会（令和8年3月5日） 参考資料２」



制度・業務・システムの三位一体の取組

○ 政府においては、制度・業務・システムを一体とらえ、その整合性を確保しながらデジタル施策を実施。
○ 地方公共団体におけるAI活用に当たっても、制度・業務・システムを一体と捉え、政策の企画・立案
段階からその整合性を確保する必要があるのではないか。

9（出典）デジタル庁「第1回各府省庁DX推進連絡会議・
第15回デジタル社会推進会議幹事会 合同会議 資料」



政府としての活用事例「ガバメントAIワークスペース」

○ 国においては、「ガバメントAIワークスペース」と称して、業務の省力化につながるツールを提供する
取組があり、各省庁に共通する業務の効率化が目指されている。

10（出典）内閣官房デジタル行財政改革会議Webサイト



民間企業においてAIエージェントをプログラミング業務に活用した事例

○ ソフトバンク株式会社においては、自社が販売するAIエージェントのサービスを活用し、プログラミン
グにおいて、実行からエラー修正までを自律化し、構築工数を10人日から0.5人日への削減を実現。
○ 富士通株式会社が発表したソフトウェア開発基盤では、開発した要件定義から設計、実装、結合テス
トに渡る全工程をAIエージェントが協調し実行する点が謳われている。

11

（出典）
左：富士通株式会社 2026/2/16報道発表資料
右：ソフトバンク株式会社 提供資料



人工知能基本計画（案）における自治体に関する記述について

○ 「人工知能基本計画」は、研究開発・活用の推進のために政府が実施すべき施策の基本的な方針等を
定めたものである。
○ 同計画（案）第３章第１節（１）③において、「ＡＩによる自治体業務の構造変革（自治体ＡⅩ）を目指し、
優良なユースケースを横展開するとともに、ＡＩの活用等によるオンライン完結の仕組みの導入や業務の
自動化などの地方自治体におけるＡＩの適正な利活用を促進する」と記載されている。

12
（備考）内閣府「人工知能戦略専門調査会（第６回）」資料をもとに事務局作成



フィジカルAIの技術進歩について

○ ＡＩに関する新技術として、現実世界でロボット等を動かす「フィジカルＡＩ」の活用も注目されている。

13（出典）消防庁「「消防技術戦略ビジョン」資料
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人権くらしの相談課

福祉政策課

会計課

障がい福祉課

人事課

市民課

保険年金課

生活福祉課

高齢介護課

税務課

こども育成課・子育て

応援課

申請受付 相談/面談 入力 確認 帳票作成 データ抽出/加工 審査/決裁 交付/通知 徴収、支払

書類整理 連携 訪問、調査 統計/集計 問い合わせ 会議/イベント 事業計画等 施設管理 その他

（参考）市町村における業務のイメージ

＜課別 事務分類ごとの業務量の割合＞

○ 市町村における実際の業務として、権限の行使及びこれに密接に関連する業務に加え、当該権限に付随して
定型性の高い様々な業務を遂行する必要がある。

（時間）

（例）保険年金課において、審査／決裁等の支給決定権
限の行使のためには、申請受付、入力、確認、帳票作
成、データ抽出／加工といった業務が必要となる。

（備考）子ども・子育て分野、税務分野、高齢者・介護分野、生活保護分野、国民健康保険分野における、大阪府泉大津市（人口約７万、
正職員計284名、嘱託員等計106名、合計390名）の分析結果（2018年度業務改革モデルプロジェクト）の取組をもとに作成

（凡例）

・権限の行使及びこれに密接に関連する業務のイメージ

・権限の行使に付随して生じる業務イメージ

第34次地方制度調査会
第１回専門小委員会資料１
（令和８年２月１８日）
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東京都AI戦略におけるAI利活用の考え方について

○ 「東京都AI戦略」は、東京都がAIと向き合う際の基本的な考え方や取組の方向性を示す「全庁的な方
針」として整理したもの。
○ AI利活用を進める業務領域・技術水準、利活用に当たって留意すべき事項を踏まえ、「青」は「比較的リ
スクが低く積極的に利活用」、「黄」は「リスクに十分配慮した上で積極的に利活用」、「赤」は「今後の技術
動向や法制度の整備状況等を注視」という考え方を示している。

15
（出典）「東京都AI戦略」概要版



源内で使用するデータセットの一部について自治体が検索等可能な生成AI機能の試験提供

○ 「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針（令和６年６月21日閣議決定）」に基づき、
「自治体からの照会事務の自動化などの国・地方AI共通サービスに係る共通化推進方針」が作成された。
○ 自治体は実証実験（令和８年10月頃から令和９年９月頃までを予定）に参加し、デジタル庁において、
令和９年秋頃に実証実験の結果をとりまとめる。自治体への本格展開のあり方については、その実現可
能性、共通化によるトータルコストの最小化を含む導入効果の状況、費用負担のあり方等を踏まえ検討
するとされている。

16
（出典）内閣官房デジタル行財政改革会議Webサイト



自治体からの国に対する生成AIに関する声

17

○ 前頁の共通化推進方針案を議論した際、自治体からは、照会業務へのAI活用に期待が示される一方、
AIシステムが乱立しないよう、全国共通の基盤として利用可能なAIシステムの提供を求める意見が
あった。

令和８年６月８日 国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会（第６回）議事要旨 抜粋
〇中野愛知県一宮市長 愛知県一宮市長の中野でございます。
まず、共通化推進方針案等ですが、賛同させていただきます。この方向でぜひ進めていただきたいと思います。
この検討にあたりまして、これまで全自治体を対象とした説明会や、意見照会を実施され、きめ細やかにご対応いただきました内閣官房、デジタル
庁、総務省をはじめ、制度所管府省庁の皆様に改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございます。
少し付け加えますと、今回の共通化推進方針案等は、非常に、個人的にモヤモヤとしていたものが少し晴れるような、明るい未来を感じさせる内
容であると思っております。
何かと言いますと、本連絡協議会は、デジタル敗戦とも言われるような行政のデジタル化の遅れをなんとか取り戻したいということで、国・地方
デジタル共通基盤を推進するための会議だと受け止めておりますが、最近はデジタルというとやはりAIです。AIがニュースにならない日がないぐ
らいであり、このAIを使わずしてDXやデジタルによる行政改革ってできるのかという思いを持っておりました。
国の方では、報道を拝見しておりますと、「ガバメントAI源内」を使って国会答弁を作成されているなど色々な業務で積極的に活用を進めている
ということですが、デジタル庁において横串を通して進められているAIの活用に、自治体からの照会業務においてまず活用してみようとしていた
だきました。ここから、AIの活用が国・地方共通してどんどん広がっていったらいいなと期待をしているものです。
もう1つ素晴らしいと思うのが、民間サービスも含めて検討をされているスタンスです。これも広がっていくといいなと思っております。

3番目の項目、「土木施設に関する住民からの通報等システム」では一宮市における民間サービスの導入事例について言及いただいておりますし、
11番目の項目、「社会福祉施設等に対する指導検査業務のシステム」では、具体的なシステム製品名にも触れていただいております。このように、
官民が開かれた形で、実際に民間サービスに触れずしては検討が具体的に進まないのだろうと思いますので、こういったスタンスも素晴らしいな
と思いました。
以上、私からの発言とさせていただきます。本当に取りまとめありがとうございました。

〇中野愛知県一宮市長 美浦町長からのご発言、市長会でも大きな問題になっておりますので、引き続き、ご指導、ご鞭撻のほどをお願い申し上
げます。
私ですね、AIで同じ失敗が起きなければいいなと思っております。これは個人的な意見ですが、現在、自治体ではAIの活用について、色々と試
行的に取り組んでいますが、またそれぞれがバラバラに頑張って、どこかで標準化などと言われても、DXと同じ羽目になりかねないのでは、杞憂
に終わるといいなと思っております。
最近ですと、5月10日の報道で、金融庁がAIの顧客対応システムを金融機関とともに開発するとありました。開発した顧客対応AIシステムを地
方金融機関が使えるようにしますと。そうすると、総務省で地方自治体が使うAIシステムを開発してくれないのかとか、文部科学省では校務で使
えるようなAIシステムを開発してくれないのか、と思うのが自然じゃないかなと思います。ちょうど、明日、明後日に全国市長会の会合が東京で開
かれるので、他の市長の考えを聞いてみようと思うのですが、AIに関して、先回りして、総務省に限らず制度所管府省庁の方で、BPRも業務見直
しも含めて踏み込んでもらえればいいのではないかというのが私の個人的な思いです。



国における事務自体や事務処理方法の見直しに係る取組の例

〇 既存の法令等に係るアナログ規制の見直しや、国会提出予定法案に係るデジタル原則への適合性の確認など、国において、
事務自体や事務処理方法の見直しに資する法令を制定・改正しようとする際のルールや考え方を定める取組が見られる。

既存法令等に係るアナログ規制の見直し

○ 書面、目視、常駐、実地参加等を義務付けるアナログ規制について、デジタル原則※への適合性に照らした見直しを実
施（約8,000条項の見直し完了（令和７年９月末時点））。

○ ドローン技術の活用により、点検時間の
短縮や事業者への委託費の削減を実現

○ 点検の際に行っていた交通規制が不要
となり、住民の利便性向上を実現

道路橋梁点検へのドローン活用 【千葉県君津市】

○ 現地確認の回数・対象面積が減少し、
調査員の負担軽減・効率化に寄与

○ 生育状況に応じた適切な時期にお
ける確認が可能となり、精度が向上

農作物の作付確認への衛生画像活用 【福島県南相馬市】

作付面積の確認
は目視での現地
確認が前提

作付面積の確認
に衛星データを

活用

【通知改正】
（農林水産省）

道路橋の定期
点検は近接目視
で実施する必要

道路橋点検に
ドローンを活用

【点検要領改訂】
（国土交通省）

※ 構造改革のためのデジタル原則：①デジタル完結・自動化原則、②アジャイルガバナンス原則、③官民連携原則、④相互運用性確保
原則、⑤共通基盤利用原則(令和３年12月デジタル臨時行政調査会策定）

新規法令に係るデジタル法制審査

国会回次
提出
法案数

アナログ規制関係

該当法案数 該当条項数

R４臨時会（210） 22 3 23

R５常会（211） 60 27 99

R５臨時会（212） 12 3 20

R６常会（213） 62 27 79

R６臨時会（216） 9 0 0

R７常会（217） 59 30 140

R７臨時会（218） 10 1 1

過去の点検結果    （出典）デジタル庁HP

○ 令和４年臨時会以降、毎国会における各府省庁提出法案
について、デジタル庁は新規法令のデジタル原則への適合
性を事前審査する「デジタル法制審査」を実施。

（１）７項目の代表的なアナログ規制（目視、実地監査、定期検査・点検等）
やフロッピーディスク等の記録媒体を指定する規定

（２）情報システムの整備が見込まれる行政手続を定める規定

デジタル法制審査でチェックしている規定

（備考）デジタル庁HPをもとに事務局作成

第34次地方制度調査会
第６回専門小委員会 資料２

（令和８年６月17日）

18



令和7年度自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト（北海道旭川市）

○ 北海道旭川市においては、生成AIによる住民への最適な窓口の案内や、職員に対する受付支援を行
い、オンライン手続の徹底を目指している。
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